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   農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて（協定項目７） 

 

 

 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成22年７月13日提出 

 

一関市・藤沢町合併協議会     

  会長  勝 部  修     

 

 

平成22年 月 日（確認・継続協議） 

 

 

 

 藤沢町農業委員会の選挙による委員（５人）については、市町村の合併の特

例に関する法律（平成16年法律第59号）第11条第１項第２号の規定を適用し、

一関市農業委員会の委員の残任期間、引き続き一関市農業委員会の選挙による

委員として在任する。 

 合併後、最初に行われる一般選挙における選挙による委員の定数は、40人と

する。ただし、選挙区の区域及び選挙区ごとの定数は、新市において決定する。
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農業委員会の定数・任期等について 

 

区 分 内    容 

 

① 原 則 

 

 

  編入合併の場合、原則としては、編入される市町村（藤沢町）の農業委員会の委

員は全て失職し、編入する市町村（一関市）の委員はそのまま在任することになり

ます。 

  次回の一般選挙からは、選挙による委員については、40 人以内で条例で定める数

となります。 

 

藤沢町 

 【選挙委員】5 人 

 【選任委員】4 人 

  

藤沢町の農業委員は失職
 

 

一関市 
 【選挙委員】40 人 

 【選任委員】8 人 

 一関市 
 【選挙委員】40 人 

 【選任委員】8 人 

 
【選挙委員】40 人以内 

【選任委員】5～8 人 

 

 根拠法令：農業委員会等に関する法律（以下、「法」という）法第 7 条第 1 項、法令

第 2 条の 2、法第 15 条第 1 項 

 

② 合併特例法

に基づく在任

特例 

 

 

  編入される市町村（藤沢町）の委員のうち、選挙による委員については、市町村

の合併の特例に関する法律第 11 条第１項第２号に基づく在任特例を適用し、40 人

以内の範囲（今回は藤沢町の現委員数の５人以内）で、合併関係市町村の協議によ

り定めた数に限り、一関市の委員の残任期間、引き続き在任することができます。

  選任による委員については特例措置がないため、藤沢町の選任による委員は合併

時に失職することとなります。 

  次回の一般選挙からは、上記①と同様、選挙による委員については、40 人以内で

条例で定める数となります。 

 

藤沢町 

 【選挙委員】5 人 

 【選任委員】4 人 

 一関市の農業委員の 

残任期間 
 

  藤沢町 
 【選挙委員】5 人以内

 

一関市 
 【選挙委員】40 人 

 【選任委員】8 人 

 一関市 
 【選挙委員】40 人 

 【選任委員】8 人 

 
【選挙委員】40 人以内 

【選任委員】5～8 人 

                合併        一般選挙 

 

 根拠法令：合併特例法第 11 条第 1 項 

藤沢町の選任による

委員は失職 
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農業委員会等に関する法律 

（選挙による委員） 

第七条  農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が選

挙するものとし、その定数は、政令で定める基準に従い、四十人を超えない範囲内で条例で定め

る。 

（委員の任期） 

第十五条  選挙による委員の任期は、三年とし、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に

よる一般選挙が農業委員会の委員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の委員が任期

満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の委員がす

べてなくなつたときはそのなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。 
 

農業委員会等に関する法律施行令 

（選挙による委員の定数の基準） 

第二条の二  農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、法第十二条第一号 の委員として選任

しなければならない委員の数と四人（同条第二号 の条例でこれより少ない人数を定めている場

合にあつては、その人数）との合計数を超え、かつ、次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ

同表の下欄に掲げる数以下であることとする。 

区  分 委員の数の上限 

一 （一） その区域内の農地面積が千三百ヘクタール以下の農業委員会

（二） 十アール（北海道にあつては、三十アール）以上の農地につ

き耕作の業務を営む個人のその区域内における世帯数及びその面

積以上の農地につき耕作の業務を営むその区域内に住所を有する

農業生産法人（農地法第二条第七項に規定する農業生産法人をい

う。以下同じ。）の数の合計数（以下「基準農業者数」という。）が

千百以下の農業委員会 

二十人 

二 一の項及び三の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 三十人 

三 その区域内の農地面積が五千ヘクタールを超え、かつ、基準農業者数

が六千を超える農業委員会 

四十人 

   

市町村の合併の特例に関する法律 

（農業委員会の委員の任期等に関する特例） 

第11条  市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農

業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、新たに設

置された合併市町村にあっては八十を超えない範囲で定めた数、他の市町村の区域の全部又は一

部を編入した合併市町村にあっては四十を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間

引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合にお

いて、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農

業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた数を超えるときは、こ

れらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるも

のとする。  

一 新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後一年を超えない範囲で当該協議で定

める期間  

二 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関係

市町村の農業委員会の委員の残任期間 
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